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産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 

二酸化炭素貯留事業等安全小委員会（第 3 回） 

議事録 

日時：令和 7 年 2 月 27 日（木曜日）13 時 00 分～15 時 15 分 

場所：経済産業省別館 2 階 227 会議室 

議題 

1. 貯留事業に関する保安規制について 

2. 導管輸送事業に関する保安規制について 

議事内容 

1. 貯留事業に関する保安規制について 

○大川鉱山・火薬類監理官  定刻になりましたので、第３回の二酸化炭素貯留事業等安

全小委員会を開催させていただきたいと思います。 

委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

本日の会議は、対面もしくはオンラインでのハイブリッド形式で開催させていただきま

す。 

議事の公開についてですが、本日の会議は、YouTube の経済産業省チャンネルで生放

送させていただきます。 

それでは、以降の議事進行は山田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○山田委員長  委員長を拝命しております山田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

ＣＣＳ事業法では、公布後２年以内に「貯留」と「導管」に関する規定が施行予定であ

りますが、今回の小委員会は、「貯留」に関する保安の在り方についての第１回目の議論

と、「導管」に関する保安の在り方についての第２回目の議論になります。 

今日の議事では、前半を貯留パート、後半を導管パートとして議論をさせていただきま

す。 

前半の貯留パートでは、貯留の保安の在り方についての議論の基礎とするために、苫小

牧で行われた実証試験の概要やＣＣＳガイドラインなどについて、関連事業者の皆様、事

務局から説明をお願いしております。 

後半の導管パートでは、導管の技術基準の検討の参考として、ＣＣＳ事業法の適用範囲
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や規制・規格等の国際比較等について、事務局から説明をお願いしております。 

委員の皆様方におかれましては、各パートの説明の後に、挙手にて御意見を頂きたく考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず、貯留パートの資料１から４について、順番に御説明をお願いしたいと

思います。それでは、まず、資料１について、事務局からお願いします。 

○山中課長補佐  それでは、事務局から、資料１について御説明をさせていただきたい

と思います。 

今回、貯留事業に関する記載の審議を頂くのは初めてということになりますので、まず、

ＣＣＳ事業法における貯留事業に関する保安規制に関して、簡単に御説明をさせていただ

きたいと思います。 

資料１はスライド２とスライド３がございます。スライド２は、実際に貯留事業を行う

とき、事業者の方が行うプロセス、申請等の御説明をさせていただき、スライド３におき

ましては、ＣＣＳ事業法は 100条近くございますが、そのうちの保安規制に関する内容に

ついて御説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、スライド２から御説明をいたします。 

こちらは図の形式になってございまして、細かいところが書いてございます。左は行政

という形で白色の枠、真ん中は事業者となっておりまして、こちらはグレーの枠になって

ございます。右側が法律内容となってございまして、事業者が貯留事業を開始するに当た

って、プロセスは上から下のほうに流れていくという形で記載させていただいております。 

簡単に御説明させていただきますと、一番上の試掘は既に昨年の 11 月に施行させてい

ただいておりまして、今後、事業者が試掘を開始すると考えてございます。 

試掘の後に当たりますが、事業者が貯留事業を実際にしようと思いましたら、貯留事業

の許可の申請ということで、一番上の欄になりますが、こちらの申請をして、左側の行政

に申請の許可を願うという形になります。 

その許可が下りましたら、続いて、貯留事業の実施計画という、具体的な計画内容を記

載したものを事業者が作成して、これも実施計画の認可を行政側から得ることになってご

ざいます。 

それが終わりましたら、続いて、事業者側で保安規程――個々の貯留事業場において、

どのような保安に取り組むかということを記載したものを作成し、それを行政側が確認い

たします。 
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その次に、貯留事業ということで、地下にＣＯ２を入れるに当たって、様々な工作物等

を設置することになりますが、その工事を行うための工事計画の確認という形で、これも

行政側に届け出て、確認いただくという形になっております。 

一番下の黄色の枠でございますが、これらが終わりますと、貯留事業を事業者が開始す

るという形になります。 

このようなプロセスで、事業者が手続を踏んで、貯留事業の実際の事業を進めるという

ことで、そうしたものを図にまとめたものでございます。 

スライド３に移ります。 

ＣＣＳ事業法は 100条以上の条文がございますが、このうち第 66条から第 77条まで、

保安規制に関するものが規定されてございます。 

これらの保安規制に関するものを大きく３つに分類させていただいております。 

一番上の「貯留事業者等の義務等」は、貯留事業者に義務を課しているものでございま

すが、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならな

い（第 66 条）。 

２つ目のところは、先ほど申し上げました実際の工作物、例えば、ＣＯ２を地下に入れ

るときの圧縮機や坑井などの工作物を、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するよ

うに維持しなければならないと、第 67 条で規定させていただいてございます。 

２つ目の大きな丸として「自主的な保安」と記載させていただいておりまして、先ほど

もございました保安規程を定め、貯留事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければな

らない。 

２つ目につきましては、従業者に保安教育を施さなければならない等々、自主的な保安

のことをまとめたものがここに記載されてございます。 

３つ目、一番下の大きな丸になりますが、「工事計画及び検査」ということで、先ほど

も工事計画の話がございましたが、貯留等工作物の設置または変更の工事であって経済産

業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なけ

ればならない。先ほど御説明した工事計画の届けに当たります。 

下２つ目は、先ほどの貯留の工作物、圧縮機や坑井を設置する場合に当たっては、使用

前に自主検査をしなければならない。 

３つ目に記載されているところでございますが、実際の操業に当たっては、定期的に自

主検査を行い、その記録を作成して保存しなければならないといった規定にさせていただ
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きます。 

保安規程第 66条から第 77条に記載されておりますが、この具体的な内容を省令で定め

る事項等ございますので、そうしたものをこちらの委員会で今後審議させていただければ

と考えてございます。 

資料１につきましては以上になります。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

それでは、次に、資料２について、日本ＣＣＳ調査株式会社・萩原様より、御説明をお

願いいたします。 

○萩原オブザーバー・プレゼンター  日本ＣＣＳ調査株式会社の萩原でございます。 

今日は、「苫小牧実証試験における貯留にかかる安全措置」について御紹介させていた

だきます。 

次のスライドをお願いします。 

 苫小牧実証試験は、弊社で 2012 年から準備作業が始まりまして、2016、17、18、

19、圧入期間を経て現在モニタリング中ですが、この期間、苫小牧実証試験の委託を受

けております。 

本日お話ししますのは、それに先立ちまして、2008年から 2011年にかけて、候補地絞

り込み作業と並行して行われました事前評価――経産省さんの「ＣＣＳ実証試験実施に向

けた専門検討会」で実施されました検討内容について御紹介させていただきます。 

次のスライドをお願いします。 

まず、候補地絞り込みに当たっても、評価は非常に広域に行われていることを最初にお

示ししたいと思います。 

左上の図で、ピンクで表しているところが貯留候補地であったのですが、地下の地質層

序や地質構造を評価するに際しては、このように、それを覆う形で広域的に評価をいたし

ております。 

次のスライドをお願いします。 

使用されたデータですが、弾性波探査データで面的なものを評価いたしまして、それか

ら、表の中４つですが、コア分析、坑井速度測定、物理検層、温度・圧力ということで、

これは坑井データによる点のデータでございます。 

これ以降のスライドで、これらの取得されたデータがどのように利用されたかを、今日

はイメージで概念をつかんでいただきたいと思って御紹介いたします。 
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次のスライドをお願いします。 

まず、弾性波探査です。 

左のほうに、貯留地点と、それを覆う形で弾性波探査が行われた調査範囲を示しており

ます。 

弾性波探査の評価結果ですが、右上は断面図で鉛直方向です。真ん中の下のほうは構造

図で、水平方向の面的な評価です。これらの評価をいたしまして、右下のほうで苫小牧地

点の層序を評価しまして、貯留層、遮蔽層などを特定して、計画を策定いたしております。 

次のスライドをお願いします。 

今度は坑井ですが、お示ししましたのは、調査井、苫小牧ＣＣＳ－１号井の掘削例です。

こちらは 2010 年から 2011 年にかけて掘削されました。 

調査井を掘削いたしまして、カッティングスや、地下の岩石試料、いわゆるコア試料を

採取いたしまして、各種分析をするほか、テストが行われています。 

右上にお示ししていますのが物理検層、いわゆる「ロギング」と呼ばれるものでして、

井戸を掘った後、このように物理検層を行い、鉛直方向の物理的な性質を評価します。 

右下ですが、前のスライドで、弾性波探査で面的なものをお示ししましたが、坑井を掘

った後に、この坑井で地震探査を行うことで、深度も分かっている地層で行いますので、

さきの弾性波探査がより高精度で、地層ごとで、より確かさが検証されることになります。 

次のスライドをお願いします。 

これらの評価に基づきまして、様々なデータを設定いたしまして、ＣＯ２の挙動予測シ

ミュレーションを行います。 

左上がシミュレーションモデルを概念的に示したもので、ｉ方向、ｊ方向、ｋ方向、そ

れぞれグリッドを設定しまして、それぞれのグリッドに、評価によって推定されましたパ

ラメータ、流動計算に必要な孔隙率や浸透率などを入れ、流動計算をいたします。 

流動計算のアウトプットとして例でお示ししましたのが、左下、赤いものが圧力で、Ｃ

Ｏ２を圧入したときに、その圧入のレートに応じて圧力がどう上がるか。その右が、貯留

層は圧力が上がるのですが、その上部の遮蔽層には圧力がどう伝播するかを計算したもの。

右のほうは、ＣＯ２の飽和率、地下でのＣＯ２の入っている割合の推移です。 

上が３年後、真ん中が 20 年後、下が 1000 年後となっていまして、このような計算を

行って、ＣＯ２の地下での広がりを評価いたします。 

次のスライドをお願いします。 
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シミュレーションモデルにつきましては、このような事前の評価によって値が入ってい

るものですから、その後の追加データ、特に、実際に圧入が始まりますと、圧入レートと

圧力、温度の観測値が得られますので、それらの結果が、先ほどのシミュレーションモデ

ルでも計算結果として得られるように、観測値と計算値が一致するように修正をいたしま

す。これを「ヒストリーマッチング」と申しますが、このような更新を繰り返して、シミ

ュレーションモデルによる計算値の確かさを確認してまいります。 

次のスライドをお願いします。 

続いて、遮蔽層の評価です。 

遮蔽層につきましても、非常に広域にわたって評価することが重要とされておりまして、

左の上にありますのは、貯留地点を広く覆うように、断面Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと非常に広い地

域にわたって右のような構造を評価いたしまして、遮蔽層が十分厚さを持っていることを

確認いたします。 

それから、遮蔽層部分もコアを採取したり、物理的な性質を評価いたしまして、左の下

の表にお示ししますように、孔隙率、浸透率などを評価するとともに、スレショルド圧力

――ＣＯ２が毛細管圧力に勝って、貯留層から遮蔽層にしみていく圧力を確認したり、リ

ークオフ圧力テストと申しまして、地層の強度をテストするものを確認したりいたします。

苫小牧で、実際、リークオフテストで確認されました地層の強度に安全率 10％を見まし

て、90％を最大坑底圧力と設定いたしました。 

以上のような様々な地質評価に基づきまして、適切な圧入圧力やレートを決定いたしま

した。 

次のスライドをお願いします。 

続いて、活断層分布と地震活動です。 

過去の地震活動の調査をいたしました。右上に「苫小牧周辺の最近の地震活動」という

ことで、過去の地震活動を調査しまして、この貯留地点は、ほかの地域と比べて、特別に

活動的であるわけではないという評価をいたしています。 

活断層については、この貯留地点の東側に石狩低地断層があるのですが、こちらから

20～30 キロ離れていることを確認いたしました。 

もう一つ、ポツの最後ですが、上の図の貯留地点の西側に断層が確認されているのです

が、こちらは活断層ではないし、圧入に対して影響はないという評価をしています。 

活断層につきましては、あるからＣＣＳは絶対できないというわけではなくて、あるの
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に対してＣＣＳがどのような影響を与えるのかが大事だと認識しております。 

次のスライドをお願いします。 

地震誘発の可能性も検討しておりまして、左の上がリークオフテストの概念図です。井

戸を掘った後に圧力を加えていって、地層に亀裂が入る。圧力が下がって、この場合は、

エクステンデッドといいまして、遮断した後にもう一回圧力をかけて、もう一回亀裂を開

いてあげるようなテストをしております。この概念図が左上に示してあります。 

このようなテストで何が分かるかといいますと、水平方向や鉛直方向の応力が評価でき

ます。これらの値と、コアサンプルを用いました剪断試験を行いまして、すべり傾向係数、

いわゆるすべりが生じやすいかどうかの評価をいたします。 

苫小牧実証試験の場合には、すべり傾向係数からして、地震が発生する可能性はないも

のとされました。 

ただし、実証試験ですので、それを確認しようということで、右下のような赤い地域を

モニタリングしましょうということにいたしました。 

それから、先ほど、活断層は東部の離れたところにあると申し上げましたが、そちらの

影響がないことを確認するために、青い部分の微小地震の観測が提言されました。 

それから、最初ですので、安心・安全を証明するために、既存観測網、Hi‐net を用い

て、周辺の自然地震を観測したほうがいいという提言を受けましたので、緑の広域の地震

観測も行っております。 

以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

それでは、次に、資料３につきまして、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

（ＪＯＧＭＥＣ）の赤井様、お願いいたします。 

○赤井プレゼンター  ＪＯＧＭＥＣの赤井と申します。どうぞよろしくお願いします。 

私からは、ＣＣＳ事業実施のための推奨作業指針、通称ＪＯＧＭＥＣのＣＣＳガイドラ

インについて紹介させていただきたいと思います。 

次のページをよろしくお願いします。 

本日の御説明内容をまとめておりますが、まず１．で、ガイドラインはどういうものか、

２．でサイトスクリーニング・選定のところをお話しして、キャラクタリゼーション、圧

入シミュレーション、リスクマネジメント、坑井設備とあります。 

今回、適切な圧入方法、注入方法を検討するに当たっては、３．のキャラクタリゼーシ
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ョンや４．のシミュレーションが非常に重要になってきますので、ここを少し厚く説明さ

せていただきたいと思います。 

なお、ガイドラインは、右下に掲げているＷＥＢリンクから、どなたでも入手可能とな

っております。 

次、よろしくお願いします。 

次のページは、我々が 2022 年５月に出したガイドラインは何なのかというところで、

まず、上の１ポツですが、ＣＯ２の地中貯留に係る国際標準であるＩＳＯ27914というの

があります。これは国際規格でして、2017 年に発表されております。これを尊重しつつ、

ＪＯＧＭＥＣとして、このように進めていくのがよろしいのではないでしょうかといった

考え方をまとめたものになっております。 

２ポツ目ですが、ガイドラインに何が書かれているかといいますと、ＣＣＳ事業の適切

な実施の方法、また、その貯留層にＣＯ２をどれぐらい貯留することができるのか、貯留

可能量の評価、あと、これはそもそもＧＨＧ削減のためにやっているわけですから、圧入

によってＧＨＧがどれだけ削減できたかを算定する方法について、ガイダンスを与えるも

のとなっております。 

３ポツ目、特に後段の「個別の国際規格や業界標準を概ね満足するように留意されてい

る。」といったところなのですが、このドキュメントをつくるに当たって、様々なガイド

ライン、例えば、米国ＤＯＥが発行している「Best Practice Manual」や国際規格などを

見てきました。それら全て、おおむね同じような考え方を示しているわけですが、特に、

国際規格であるＩＳＯ27914は、ＣＯ２地中貯留全体を網羅的に捉えているということで、

これを尊重する形で作成しております。 

下に書いている「第３回二酸化炭素貯留事業等安全小委員会における報告では、」とい

うところは、ＪＯＧＭＥＣのＣＣＳガイドラインの全体概要に触れつつ、特に安定的な貯

蔵の確保、公共の安全の維持及び災害の発生の防止、漏えい防止、環境保全の観点から、

重要となるモデリングやシミュレーションを中心に説明させていただきたいと思います。 

最後、注意書きですが、ＩＳＯ27914自体は今、改訂が行われております。この改訂の

進捗に応じて、記載の内容も見直しを行う可能性があることに御留意ください。 

次、よろしくお願いします。 

まずは、全体を御理解いただくために、ワークフローを説明させていただきたいと思い

ます。 
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１ポツに掲げておりますように、貯留事業は、一般に、時間の流れに沿って、６つの段

階に区分できると考えております。 

左側にある①から⑥で、①貯留サイトスクリーニング・選定の段階。広域な地質情報か

ら、いい場所はどこかを選んでいく段階。 

②選ばれた場所に対して、貯留層を評価する段階。 

③選ばれた場所を評価した後に、そこで実際に実施するに当たって、設備を建てていく

設備段階。 

④設備を建てた後、圧入を開始する操業段階。 

⑤圧入停止後の段階。 

⑥管理責任が移管等して、長期貯留の段階。 

こういった６つの段階に分かれます。 

重要なことは、上の青色ハイライトしているところで書いていますが、事業段階におい

て入手可能なデータ量が異なりますので、これに応じて貯留層評価を継続的に実施して、

最適化を継続的に行う。これが重要になってきます。 

それを行うためのワークフローは、右下に図面で示しておりまして、まずはサイトスク

リーニング・選定してきて、下へ下りまして、キャラクタリゼーション、貯留層を評価し

て、モデリングして、モデリング結果に基づいてリスクマネジメントを立てて、リスクの

ある箇所についてはモニタリングを行うといったことを絶えず行って、事業計画の最適化

を目指していくということになっております。 

次、お願いします。 

まずは貯留サイトのスクリーニング・選定です。 

貯留サイトのスクリーニング段階は、地域や堆積盆地規模の非常に広域なところから、

候補となる貯留サイトを特定、評価、比較し、適さないサイトを除外する段階です。 

それが終われば、貯留サイトの選定の段階に移行します。ここでは、先ほどのスクリー

ニングで選ばれた候補地のリストから、次のステップの、より詳細な貯留サイトのキャラ

クタリゼーションを行う候補地を選定する。 

こういったスクリーニング・選定というプロセスを経ることで、明らかに不適切なエリ

アを除外しながら、安全な事業を設計できるということになっております。 

例えば、ＩＳＯの中では、どういうことに注意してスクリーニングして、選定していけ

ばいいのかというのが左下に列記されております。貯留の容量や圧入性、ＣＯ２をちゃん
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と地下の中に封じ込められているかという保持能力、先ほどＪＣＣＳ様のプレゼンテーシ

ョンにありましたが、遮蔽能力や地下の応力状態、断層があって、それらがリスクとなり

得るかとか、耐震性、表層水系への近接性、モニタリングができるかどうかといったこと

から適した場所を選んでいきます。 

次、お願いします。 

広域なところから対象となる貯留地が選ばれれば、そこに対して、より詳細な貯留層の

評価を行っていきます。これを貯留層のキャラクタリゼーションと呼びます。対象の貯留

サイトに対して、地下地層内の岩石性状の分布や、ＣＯ２圧入性を分析・解釈することで

す。サイトに関する地下のデータの入手及び整理を継続して、データ分析・解釈を随時更

新していくことが大事になっていきます。 

これを行うに当たっては、複数のデータを用いて地下の状態を評価していきます。先ほ

どのＪＣＣＳ様のプレゼンテーションにもありましたが、坑井を掘れば、坑井に沿って物

理検層をかけて、坑井に沿って地層の状態がどうなっているかという線的なデータが入手

できます。かつ、坑井を掘れば、その坑井から岩石サンプルを採取してきて、地下 1,000

メートル、2,000 メートルという対象層の岩石がどうなっているかというのを評価するこ

とができます。これは点的なデータとなるでしょう。その点のデータと、物理検層で取っ

た線のデータをキャリブレートすることによって、坑井に沿って、非常に正確に地質性状

が分かってくる。 

ただ、これはあくまで線ですので、例えば、右下の図面ではシマシマと面で描かれてい

るようなものですが、地震探査を行うと面的なデータが取れます。三次元地震探査であれ

ば立体的なデータが取れます。あとは、三次元的なデータを使って、坑井に沿った一次元

的な情報を展開していって、地下の状態を把握するというのが貯留サイトのキャラクタリ

ゼーションになります。 

把握するべき対象は何かといいますと、下にありますように、ＩＳＯ27914では、例え

ば貯留層の水理地質学的な特性で、岩石の中を流体がどれだけ流れやすいか。その流体は

水やＣＯ２であるわけですが、そういったものがどれだけ流れやすいか。あと、キャップ

ロック、遮蔽層はどれだけ遮蔽能力があるか、ＣＯ２を通さないか。あと、地化学変化、

化学的な反応。ＣＯ２が溶解した水が岩石を溶かしたり、析出させたりするプロセスが起

こるか起こらないかといったものを評価していく。あと、ジオメカニカルな特性、岩石力

学的な特性、坑井の健全性などの評価を行うことができます。 
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こうやって地下の状態をキャラクタリゼーション、評価することによって、次に示すシ

ミュレーションが可能となります。 

次、よろしくお願いします。 

次がＣＯ２圧入シミュレーションの段階で、まずは、先ほどの岩石物性の空間分布が把

握できました。地下がモデル化できました。そしたら地下のモデルを使って、圧入ＣＯ２

が地下構造に及ぼす影響を評価することができます。 

影響とは何かといいますと、圧入したＣＯ２が坑井からどの程度広がっていくかという

ことで、ＣＯ２プルームの広がりと呼んだりします。あとは、圧力が上昇したエリアがど

れだけ伝搬するか、坑井からどれだけの距離、圧力が上昇したエリアが出てくるか、地下

の応力状態がどれだけ変化するかといったものが、圧入に伴う経時変化としてシミュレー

ションすることができます。 

こういったシミュレーション結果と、今後、実際に圧入して行うモニタリング等の結果

を比較しまして、先ほどの観測結果と計算結果の比較、ヒストリーマッチングといったプ

ロセスを通じて、モデルをより精緻なものにしていきます。そうした精緻なモデルを使っ

て、圧入停止後、1000 年後どうなるかといった長期的な安定性評価に使うことも可能と

なります。 

モデルとするべき対象は、ＩＳＯであれば、左下のように与えられておりますが、ここ

では割愛させていただきます。 

次のページをよろしくお願いします。 

もう一つ大事なのがリスクマネジメントとなっております。地下の地質はどうしても不

確実ですので、不確実性の範囲の中で起こり得るリスクを考えて洗い出して、それに対す

る対処を行っておかないといけない。したがって、ＣＣＳにおいては、リスクマネジメン

トも大事になってきます。 

上に書いておりますように、シミュレーションを通じて得られた地下地質に関する理解

に基づき、貯留事業の実証を通じて想定されるリスクを洗い出して、評価・分析を行いま

す。 

評価・分析の結果、必要と判断されるリスクに対しては、モニタリング計画を立てて、

そのリスクが危ない方向、顕在化するような方向に行っていないかといったモニタリング

を行って、安全性を確保していきます。 

次、お願いします。 
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最後、坑井設備やＣＯ２圧入操業に関することですが、ここで重要なのは、１ポツ目に

書いているように、地下に対してアクセスしていって、ＣＯ２を入れる作業というので、

石油・天然ガス開発事業で用いられている各種スタンダードや手順書の大部分が準用可能

だと考えております。 

ただし、それに加えて、ＣＯ２地中貯留に特化しては、ＣＯ２の漏えいリスクや、ＣＯ

２は腐食性ですので腐食性、あとは、モニタリング検証の一環としての操業データの取得、

温度・圧力の取得等ということで、こういったものの観点から、追加的な検討が必要とな

ります。 

ＪＯＧＭＥＣのガイドラインでは、下に掲げるような項目を立てて、検討するべき対象

についてのガイダンスを与えております。 

私からは以上です。ありがとうございました。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

それでは、引き続きまして、資料４につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○大川鉱山・火薬類監理官  事務局でございます。「貯留事業に係る保安の確保の検討

の方向性」という資料４に基づきまして、御説明をさせていただきます。 

これから貯留事業に関する保安の在り方について御検討いただくわけでございますが、

この対象としましては、冒頭、事務局から御説明させていただいたように、貯留段階以降

の段階だと思っております。この段階は、先ほどのＪＯＧＭＥＣの説明に当てはめれば、

貯留事業評価、貯留層評価の段階以降のところに当たると思っています。この段階では、

これも冒頭の事務局の説明にあったように、保安の措置義務はどうするべきか、工事の技

術基準はどうあるべきかといったことが議論の対象になってまいります。 

これにつきまして、資料４の２ページ目でございますが、保安の措置義務についてです。 

貯留事業者が実施計画や保安規程に記載する保安措置の内容につきましては、保安措置

義務として省令で定めることになっております。法律では四角の中のように書かれており

まして、第六十六条の一、二、三とございます。１つ目、貯留事業のための土地の掘削、

２つ目、赤字のところでございますが、貯留層における二酸化炭素の貯蔵、３つ目、貯留

等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取扱い、この３つがございます。 

この四角の下の部分へ行っていただきまして、「このうち、」から始まるところでござい

ますが、今申し上げた３つのものについて、それぞれ保安はどうあるべきかということを

検討していくわけでございますが、貯留事業に関する保安措置のうち、１つ目の「土地の
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掘削」と３つ目の「工事、維持及び運用」の項目につきましては、実は試掘の段階でも御

議論いただいてございます。８月５日に御議論いただきましたが、試掘の段階と貯留の段

階で、掘削作業もしくは手順で求められる保安は類似のものと思っておりますので、これ

は試掘に関する保安措置をベースとして定めていくこととしてはどうかと思っております。 

２つ目、「本小委員会では、」から始まるところでございますが、貯留事業段階特有の保

安措置義務でございます第２号の「貯留層における二酸化炭素の貯蔵」の内容について、

ここの委員会で主に検討していくことではどうかと思っております。 

次のページをお願いします。 

保安措置義務についてです。 

「貯留層における二酸化炭素の貯蔵」に関しまして、貯留事業者に求めるべき保安措置

としては、リスクマネジメントの観点から、以下のような事項に関して、措置の内容を検

討してはどうかというのが事務局の案でございます。 

１つ目、二酸化炭素の注入を適切な方法で行うこと、２つ目、二酸化炭素の注入時や注

入後のモニタリングを適切な方法で行うこと、３つ目、緊急時には適切な措置を講ずるこ

とということでございます。 

検討に当たっては、個々の貯留事業場ごとに、二酸化炭素を貯蔵しようとする場所やそ

の周辺の状況、対応すべきリスクなどがそれぞれ異なってまいります。こういったところ

で適切な方法で貯留する。適切な方法としては、例えば、注入する際の圧力や速度などが

考えられるわけですが、その適切な方法も個々の貯留事業場ごとに異なることに留意する

必要があると考えてございます。 

個別の貯留事業場において、適切なリスクアセスメントの在り方について、あらかじめ

検討を深めておくことが必要だと考えてございます。 

具体的には、先ほどＪＯＧＭＥＣから御紹介いただきましたＩＳＯ27914や苫小牧での

実証の経験といった国内外の事例を参考にしながら、適切なリスクアセスメントの手法に

ついて、別途、専門家による検討を踏まえまして、本年夏頃までに議論を進めることとし

たいと考えてございます。 

次のページをお願いします。 

作業監督者につきましては、試掘の段階でも定めていただきましたが、貯留の段階で、

どのような作業監督者が必要か、その業務の範囲や選任の要件はどうあるべきかというこ

とはここで検討してまいります。 
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技術基準につきましては、本日の委員会の後半、導管に関する議論がございますが、貯

留において対象となる貯留等工作物を定めて、導管輸送工作物に関する技術基準と併せて

検討していきたいと思っております。共通的なところが多々あると思っております。 

事務局からの説明は以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

ただいま貯留パートに関する御説明を頂きました。これにつきまして、委員及びオブザ

ーバーの皆様から御意見を頂ければと存じます。 

大変恐縮ですが、時間に限りがありますので、１人３分ずつでお願いできればと存じま

す。 

御意見がございます方は挙手でお願いできればと存じます。 

どなたか御発言される方いらっしゃいますでしょうか。 

○大川鉱山・火薬類監理官  会場におられる委員の方で御発言のある方は、ネームプレ

ートを立てていただくという形でお願いいたしたいと思います。オンラインの方は、会議

ソフトの手挙げ機能で発言の御意思を示していただければと思います。 

○山田委員長  久本委員、お願いします。 

○久本委員  特別民間法人高圧ガス保安協会の久本でございます。 

貯留事業者に対する保安規制に関しまして１点申し上げたいと思います。資料４の「貯

留事業に係る保安の確保の基本的な考え方について」に関する意見です。 

まず、本小委員会において、貯留事業段階特有の保安措置義務である貯留層における二

酸化炭素の貯蔵の内容について主に検討するという事務局の方針には賛同いたします。 

その上で、貯留層にＣＯ２を圧入し、貯蔵するために必要となる昇圧設備などの地上施

設においては、超臨界状態を含め、高温・高圧のＣＯ２を取り扱うことになり、設備の破

裂や破損、高濃度のＣＯ２による中毒や窒息といった危険への対応が必要になります。高

圧のＣＯ２を含めた高圧ガスに関する保安措置は高圧ガス保安法に定めてありますので、

これを参考にすべきと考えております。 

また、ＫＨＫでは、ＬＰガス岩盤貯槽について、建設時から運用開始を経て現在に至る

まで、その保安に関わってまいりました経験があります。この岩盤貯槽は、岡山県の倉敷

と愛媛県の波方にそれぞれ 40 万トンと 45 万トンのＬＰガスの国家備蓄を行うもので、

2016 年頃より貯蔵を開始しております。地下の空洞にＬＰガスを貯蔵する岩盤貯槽は、

ガスを地下に貯蔵する仕組みにおいて、貯留層にＣＯ２を圧入し、貯留するＣＣＳとは異
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なりますが、例えば、ＣＣＳにおける地上と貯留層を結ぶ圧入井のチュービングやケーシ

ングにおける耐圧性・耐震性などは、ＬＰガス岩盤貯槽における配管立坑や金属の場合と

同様に考えるものであり、地下にガスを封じ込めておくという共通の目的のための保安措

置におきましては、ＫＨＫがこれまで知見を得たり、経験をしておりますので、これから

も貢献できるものと考えております。 

以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

オンラインで御参加の澁谷委員から御発言があります。澁谷委員、お願いします。 

○澁谷委員  横浜国立大学の澁谷でございます。今回、オンラインから発言させていた

だきます。 

私からは簡単に３点、発言させてください。 

まず１点目は、リスクマネジメントは、今回のＣＣＳの安全の確保で大変重要な役割だ

と考えております。リスクマネジメントは、ＣＣＳ事業自体をするかどうかという意思決

定にも重要な指標になりますので、リスクマネジメントについては、実施計画の認可の段

階でも、安全性を確認するという観点で、しっかりしていただきたいというのが１点目で

ございます。 

２点目は、今、画面に書かれている保安措置義務についてですが、貯留に対して一番重

要な要素は、実際、地下にどれだけの二酸化炭素をためることができるのかということに

なります。先ほどの御説明でも、実際に岩盤の調査を行って、容量が算定されているわけ

ですが、事業者としては、算定された容量のうち、実際、どれぐらいの容量を二酸化炭素

貯留に使うつもりなのか。目一杯パンパンに入れたときと、非常に余裕のある容量の中で

同じ量を入れたときとは、考えるべき安全対策も当然変わってきますので、この委員会の

中では、このインベントリーという考え方のベースをきっちり決めていただきたいと考え

ております。これは、貯留事業の中では最も重要ではないかと考えてございます。 

最後、３つ目は、リスクマネジメントの、特にリスク評価のところの観点なのですが、

資料３のところでリスクマネジメントの説明がございました。スライド７の２ポツ目のと

ころに「発生確率を低減する」と書いてあるのですが、リスクの場合は、漏れたときの影

響評価が非常に大きな要素になります。特に、これぐらいの規模の容量が漏えいしたとき

の評価は、発生確率の有無よりも影響度の大小のほうが大きくなってきますので、その観

点で見たときには、発生確率だけではなく、その影響もちゃんと考慮したリスク評価をし
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ていただきたい。この資料を見る限り、影響はあまり考えていないのかなという印象を受

けますので、それはこちらの認識ミスであれば、それで結構なのですが、そのあたりはち

ゃんと考えていただきたいということでございます。 

私からは以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

オンラインで御参加の山口オブザーバーから御発言がございます。山口様、お願いいた

します。 

○山口オブザーバー  連合の山口です。発言の機会を頂き、ありがとうございます。 

私からは、「貯留事業に係る保安の確保の検討の方向性」に関して１点申し上げます。 

前回の小委員会において、高圧ガス保安協会様から、2020 年２月に米国ミシシッピ州

で発生したＣＯ２パイプライン破断事故について御説明を頂きました。その資料の中で、

運営会社から地元の緊急対応者に、破断とＣＯ２噴出・漏えいの連絡がなかったという記

載がありました。本日、御説明いただいた資料４の３ページの「保安措置義務について」

の③に「緊急時には適切な措置を講ずること」と記載がございます。事業が行われる地元

の住民の安全や安心、あるいは事業場で働く労働者の安全を確保するためにも、事故発生

時には速やかに、事故情報が運営会社から地元の緊急対応者に連絡されるよう、具体的な

検討が行われるべきと考えます。この点については、貯留や導管輸送、いずれの事業にお

いても必須のものと考えます。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

オンラインで御参加の辻委員から御発言がございます。辻委員、お願いします。 

○辻委員  ありがとうございます。ＣＯ２地中貯留の安全措置やガイドラインについて、

本日、ＪＣＣＳ様とＪＯＧＭＥＣ様から報告があったと思います。なかなか難しい質問と

いうか、明確な回答はできないかもしれませんけれども、誘発地震やジオメカニカルシミ

ュレーションを行うときに、応力状態を決めないと駄目ということで、坑井に沿っては、

応力状態をある程度決めることはできると思うのですが、決まらないような応力のファク

ターがある。具体的には、最大水平応力を決めるのはなかなか難しくて、それを決めるこ

とができない際の対応についてガイドラインに載せるのはなかなか難しいと思います。し

かし、その場合にどのように対処すべきかが課題になると思います。もう一つは、井戸に

沿ってはいろいろな物性値が出てくると思いますし、応力状態も得られると思います。例
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えば浸透率などの物性値は井戸の周辺などの値を代表させればいいと思うのですけれども、

ジオメカニカルモデリングのときは、井戸より深いところや井戸から離れたところの応力

状態をどのように推定するのか。井戸から離れた場所では、井戸の情報と物理探査の情報、

反射法地震探査の情報を統合して、井戸から離れたところの情報もある程度分かると思う

のですが、そんなに簡単ではない。そこをどのように考えていくのかという議論が必要か

なと思います。 

以上、コメントだけさせていただきました。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

オンラインで御参加のチヴァース委員から御発言がございます。チヴァース委員、お願

いします。 

○チヴァース委員  ありがとうございます。三井住友フィナンシャルグループのチヴァ

ースでございます。 

保安措置モニタリングについては、事業者様や周辺住民の安全を確保するためにも重要

であると理解しておりますので、資料でお示しいただきました方向性には異論はございま

せん。 

科学的な根拠に基づいた方法で必要なモニタリングを実施していただければと思います

が、円滑な事業実施に当たっては、必要以上の過剰な義務を課してしまって、事業者に過

度な負担がかかることがないように御配慮いただければと考えております。 

また、モニタリングについてですが、どのような項目を実施するべきかというところは

これから御検討されるのかと思うのですけれども、経産省様のどの部署が所管されて、ど

のような手続で進めるのかとか、ほかの省庁様、例えば環境省様の関与があるのかどうか、

どのような手続になるのかといったところの整理も明確にしていただけると、事業者側で

確認に時間を要したり、後で対応漏れが生じるといった事態を避けられると思いますので、

整理・検討いただけますと幸いです。 

最後に、リスクアセスメントについては、先ほどございましたが、海外事例なども参考

にしていただきつつ、適切な方法で実施いただければと存じますけれども、こちらについ

ても過度な内容にならないよう御配慮いただければ幸いでございます。 

以上になります。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

川畑委員、お願いします。 
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○川畑委員  東京大学の川畑です。 

今、事務局からお示しいただいた大方針について、私も特に異存はありません。どちら

かというと、技術的なことについて質問があり、発言させていただいております。 

２つあります。 

まず１つ目は、ＪＯＧＭＥＣさんがお話しされましたガイドラインについて、非常に興

味深く聞かせていただいたのですが、エミッターが排出するＣＯ２のガス組成についての

規定はこのガイドラインにございますでしょうかという質問です。今の御説明では、様々

なリスクアセスメント、あるいは圧入シミュレーションを行うときなど、気体の組成は非

常に大きく関与するのではないかと考えた次第で、お聞きします。これは導管に対しても

非常に大きな影響を及ぼす因子だと思っております。 

２つ目は、事務局からお示しいただきました資料４とも関係いたしますが、こういった

省令、法律ができた後、技術基準を定められるということを御記載いただいて、非常に重

要かなと思っております。技術基準、あるいは技術基準の解釈例ということかなと思いま

すが、これとＪＯＧＭＥＣさんのガイドラインはどういった関係にあるかということ、ま

た、どういったスケジュールでこの技術基準を定められていくのかということについての

見通しをお示しいただければと思います。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。 

本庄様、お願いいたします。 

○本庄オブザーバー  ありがとうございます。地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）

の本庄でございます。 

事務局からお示しがありました「保安の確保の検討の方向性」の基本的な考え方につい

て、全く異存はございません。具体的に、圧入を適切な方法で行う。モニタリングも適切

な方法で行う。緊急時に適切な措置を講ずる。これは全くそのとおりでございます。 

さはさりながら、１点、ちょっと気になる点がございます。20 年ぐらい前にＲＩＴＥ

が行いました二酸化炭素貯留のポテンシャル調査、また、ＪＣＣＳさんが国の委託に基づ

いて行いましたポテンシャル調査の結果、日本では海域貯留のポテンシャルがかなり高い

と私は理解しておりますし、また、先進的ＣＣＳ事業も、幾つかのプロジェクトで海域貯

留を念頭に置いておられます。そういった観点からしますと、事務局がつくられました資
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料４の３ページの３つ目のポツの「具体的には、」というところで、ＩＳＯ27914 は結構

なのですが、「苫小牧での実証の経験」と書かれているのがちょっと気になりまして、私

の記憶では、2016 年、苫小牧での実証が始まった直後に、海の中のＣＯ２の濃度が高く

なったということで、環境省からの指導で、かなりの期間、ＣＯ２の貯留が止められたと

理解しておりますが、そのような事態がまた生ずるような保安規程がつくられるのかどう

かというところが心配でございます。 

具体的には、今後、省令をつくって対応されることになると思うのですが、そういった

場合、海域貯留については海洋汚染防止法が外れましたけれども、引き続き、貯留の許可

や実施計画の認可については環境省さんも関与されるということで、この辺の段取りとい

うのですか、進捗がどのようになるかというのは、多分多くの事業者さんも気にされてい

るところだと思いますので、まだ１年半ぐらいありますので、その辺は経済産業省でしっ

かり御検討いただければと思います。 

以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

同じくオブザーバーさんから、野中様、お願いいたします。 

○野中オブザーバー  天然ガス鉱業会の野中です。ありがとうございます。 

事務局のお示ししている検討の方向性については、異論はございません。 

その上で１点なのですが、法律の第 66 条第１項第１号と第３号の作業については、試

掘の作業監督者と同様の選任義務が規定されるのだろうと思っておりますが、第２号につ

いては、これから業務の範囲や選任要件の検討を進めるということで、それについては、

ＪＯＧＭＥＣさんの資料にもありますけれども、石油・ガスの開発事業者の技術者と親和

性が非常に高いのではないかと思っておりますので、そういった点も考慮して検討いただ

ければと思います。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

同じくオブザーバーさんから、山本様、お願いいたします。 

○山本オブザーバー  オブザーバーの山本です。 

ただいまの様々な御意見等に関しまして、私から２点お話ししたいと思います。 

１つは、ＣＣＳの保安に関しては、鉱山保安の考え方が大きく取り入れられると思いま

すが、大きく異なると思われるのはその範囲です。鉱山保安、主に石油坑井の鉱山保安の
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場合は、坑井基地の敷地内を鉱山として保安管理していると思いますが、ＣＣＳの場合、

特に漏えいリスク等まで想定すると、関係する範囲が鉱山の敷地から大きく離れると思い

ます。また、外にモニタリングの装置が置かれるといったことも考えられます。また、ほ

かの法令との関係、ほかの省庁の規制との関係、先ほど話がありました海洋汚染の問題等

もございますが、それらとの整合性や、範囲を明確にすることが必要かと思います。そう

でないと、また二重の規制の問題や混乱の問題があるのではないかと考えます。 

それから、先ほど辻先生のお話にありましたストレスの問題など、実際には地下ではよ

く分からないことがある。これは赤井から何度も話が出ていますが、基本的にしなければ

いけないことは、不断のアップデートであり、リスクは、まずリスクの気づきがなければ

いけない。その気づきのためには、ずっと情報を手に入れ続けなければいけない。継続的

なリスクマネジメントをし続けなければいけない。それによって新しいデータが入ってい

くという過程があると思います。また、技術もどんどん進歩していきますので、例えば、

ＩＳＯの 9000 や 14000 みたいなものに慣れている者にとっては比較的普段の活動かもし

れませんが、こういったものをどうやって保安の基準に盛り込んでいくかというのは、比

較的、これまでされたことがないのではないかと感じますので、どのように明文化してい

くのか、どのように取り入れていくのかというのは今後の検討課題かと思います。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

古井委員、お願いします。 

○古井委員  早稲田大学の古井です。 

今、山本さんからご指摘がありました点について、私も関連したコメントがありますの

で、意見を述べさせていただきます。 

まず、本日、御説明いただきました内容や貯留事業の保安に関する検討の進め方に関し

て、私も異論ございません。 

先ほど山本さんから、既存の石油・天然ガス開発に比べて、ＣＣＳ事業は事業場の範囲

が広いというお話がありましたが、私もこの部分が少し気になっております。今後、具体

的な保安の議論やリスクアセスの方法を決めていくというお話ですが、特に、保安措置義

務の③番の緊急時の措置に関するものは、環境省での議論とも関連する部分があると思い

ます。二酸化炭素を貯留層へ圧入し、貯留層から漏れ出す二酸化炭素に関しては、「漏え

い」という言葉を使い、海底下や地下水層、地表など周辺環境へ漏れ出す現象は「漏出」
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という言葉を使い、明確に区別する必要があります。漏洩と漏出ではリスクの頻度や生態

系・環境への影響も大きくことなりますので、それぞれ個別に議論、リスクアセスを行う

必要があると考えています。このあたりも踏まえて、今後、リスクアセスの具体的な方法

を検討いただければと思います。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかによろしいでしょうか。 

それでは、事務局からコメントいただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○大川鉱山・火薬類監理官  事務局でございます。 

委員、オブザーバーから御発言のありました内容について、お答えさせていただきたい

と思います。 

久本委員の御発言ですが、まず、高温・高圧のものもあるので、そういうところをちゃ

んと考慮すべきだというのはそのとおりだと思っております。 

澁谷委員からございました、リスクアセスメントについて、実施計画の中でもちゃんと

確認すべきではないかということは、実施計画の中でも、保安について確認することにな

っておりますので、そのようにさせていただきたいと思っております。 

２つ目ですが、どの程度貯留できるのか、インベントリーの考え方にはどう取り組むの

かというところにつきましては、まさに今後検討する課題だと思っております。リスクマ

ネジメントの考え方を検討するに当たって考えさせていただきたいと思います。 

３つ目、リスクマネジメントの中で、発生確率だけではなくて、発生の影響度について

もというところでございます。これは今日のＪＯＧＭＥＣの資料にはなかったということ

でございますが、これも含めまして、専門家の方から御意見を頂きたいと思っております。 

山口オブザーバーからでございます。事故発生時の連絡について、どうするのかという

話がございました。これは、今後、何ができるのかということについて検討していきたい

と思います。 

辻委員からありました、応力状態が決まっていない、どうやって決めていくのか、どう

やって取り込んでいくのかというところも、ある意味、リスクマネジメントのプロセスの

中で、どのように取り組んでいくのかというところだと思います。今、ここではお答えで

きませんが、どのようなことができるのか、リスクマネジメントの考え方を整理する中で

検討したいと思っております。 
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チヴァース委員から、モニタリングは非常に重要であるが、ただ、科学的に合理的なと

いう話がございました。本庄委員からもモニタリングの合理性の話がありましたし、山本

委員からもあったように思います。我々としても、モニタリングは重要でございますし、

やるべきことはやると。ただ、必要十分なラインを見極めていくことが重要だと思います

ので、今後の検討ということにさせていただきたいと思います。 

チヴァース委員からはほかにもございまして、環境省とか、この法律に関わっているほ

かの役所との担当の分け方をしっかりするべきだ、明確にしていくべきだということは、

今もそのように努力しているつもりでございますが、引き続き、誰が担当だということが

しっかり分かるようにしていきたいと思っております。 

川畑委員からありました、ＪＯＧＭＥＣのガイドラインで、ＣＯ２の組成の規定がある

かというのは、すみませんが、後ほどＪＯＧＭＥＣからお答えいただきたいと思います。 

あと、技術基準とＪＯＧＭＥＣのガイドラインとの関係ということですが、ＪＯＧＭＥ

Ｃのガイドラインは、どちらかというと、リスクマネジメントという手段のプロセスを書

いておりまして、技術基準は、そこで使う工作物、いろいろな機械などでございます。そ

ういう意味では、一部ではございますが、明確な関連があるというよりは、少し違う論点

かもしれません。 

本庄オブザーバーからありましたのは、先ほどのモニタリングなどの規制の内容を合理

的にしてほしいという御意見だと理解しております。そこは、先ほど申し上げましたよう

に、必要十分な規制を目指して議論していきたいと思っております。 

野中オブザーバーからは、作業監督者の選任について御意見がございました。今後の検

討とさせていただきたいと思っております。 

山本オブザーバーから、鉱山保安法を参考にしているのであろうが、ＣＣＳ事業法のほ

うが、対象としている範囲が広いのではないかといった話がございましたが、これもある

意味、モニタリングの範囲が広くなるのではないかという御示唆だと思います。これは、

繰り返し申し上げておりますが、我々の立場からすると、保安を守るために必要で、かつ

十分な対応ということを目指して対応していきたいと思っております。 

古井委員から、漏えい時の緊急時の措置について、リスクアセスメントの検討をしてい

くべきだという話がございました。これは、先ほどから出ておりますリスクアセスメント

とか、今後の検討のところで考えていきたいと思ってございます。 

私から以上でございます。 
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○山田委員長  ありがとうございます。 

ＪＯＧＭＥＣ・赤井様、お願いします。 

○赤井プレゼンター  ＪＯＧＭＥＣの赤井から、川畑先生の御質問に対して御回答させ

ていただきます。 

２点あったと思います。１点目は、ガイドラインの中で、ＣＯ２組成について書かれて

いるか。２点目は、そもそもガイドラインは何であって、今ここで議論している技術指針

とはどういう関係にあるのか。 

後者については、大川さんから回答がありましたが、違う言葉で言いますと、ガイドラ

インは 2022 年に出版しておりまして、この当時の関係する事業者で、共通の言語で議論

するために文書化したといったところが趣旨でございました。したがって、事業者さんに、

規制や、こうしなさいといった類いの文書ではなく、あくまで作業指針という形でつくら

せていただきました。 

そんな中で、ガス組成に関する記載はといったところで、ＪＯＧＭＥＣガイドラインの

中に、明確な規定は一切書かれておりません。これは今後考えていかないといけない内容

だと十二分に理解していて、考えるに当たっては、パイプラインの事故や、不純物がパイ

プラインに及ぼす影響という、どちらかというと、保安の観点のみならず、環境に与える

影響や、純度を上げ過ぎると、エネルギー効率が悪くなったりするという経済性の観点か

らも検討が必要なので、複合的な観点から今後検討していかないといけないといったとこ

ろは認識しております。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

以上で、貯留パートを終了いたしまして、続きまして、導管パートに移ります。 

資料５から７につきまして、順番に御説明をお願いしたいと存じます。 

では、資料５から、事務局、御説明をお願いいたします。 

○橋森課長補佐  それでは、事務局から説明いたします。 

まず、資料５でございます。「ＣＯ２導管に関する規制・規格の国際比較について」と

いうことで御紹介します。 

次のページでございます。 

今回比較したものをこちらに書かせていただいております。規制に関しまして、米国の

規制、規格に関しまして、国際標準規格のＩＳＯ、民間規格のＤＮＶ、英国規格のＢＳＩ

ということで、英国規格は、英国の規格協会がつくっている規格でございます。この３つ
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の規格、合わせて４つの制度をそれぞれ比較させていただいております。 

そのうちＩＳＯに関しましては、前回、第２回の小委員会の際に御紹介いただいており

ます内容と重複する部分もございますが、併せて御紹介いたします。 

これらのうち、特に米国の規制でございますが、49ＣＦＲ Part192.195 と記載してご

ざいます。Part195 の中にＣＯ２の規制が入っているのですが、Part195 に関しては、現

在は気体が除かれているということで、同じパイプラインセーフティーの部分のサブチャ

プターの中で、気体に関する規制として Part192 がございますので、これも併せて御紹

介をさせていただこうと思っています。今後の規制の比較の中では、Part195 の記載を中

心に御紹介していくということにしてございます。 

それでは、次のページをお願いいたします。 

まず、材料でございます。 

特に使われる材料としては、金属で言えば、炭素鋼、合金鋼と言われているもの、合金

鋼の中でも低合金と呼ばれているもの、また、高合金や耐食合金と呼ばれている比較的耐

食性を持つような合金が知られています。 

また、金属以外の非金属の材料としては、ここには（塩ビ管等）と書いておりますが、

塩化ビニールやポリエチレンなどを使ったようなパイプが知られているということでござ

います。 

アメリカの基準、ＩＳＯをはじめとする規格は、炭素鋼、合金鋼はそれぞれ可とさせて

いただいてございます。 

ただ、１つ目のポツに書いてございますが、専門用語で「サワー環境」と呼ばせていた

だいている、硫化水素により酸性化した環境下においては、若干の留保条件があるのです

けれども、それ以外であれば、炭素鋼であっても、使用に制限はないということになって

います。 

一方で、それぞれの規格で扱いが少し変わってくるのが非金属の材料のところでござい

ます。下のＩＳＯとＤＮＶの規格においては、非金属材料は不可とされてはいないのです

が、隣の留意点の２つ目に書いてございますけれども、非金属材料を使う場合には、急速

なガス減圧に対する耐性、ＣＯ２に対する化学的特性、設計温度範囲に対する耐性を要求

しております。 

このうち、英国規格のほうは不可なのですが、米国規制の中では、気体以外のＣＯ２パ

イプラインに限って、先ほどの 195の中では、非金属材料は使用できないとなってござい



- 25 - 

 

ます。 

続きまして、構造でございます。構造に関しては、いろいろなパラメータがあるのです

が、今回は、特に耐震性、地震に対して、どのような考慮をしているのかというところ、

もう一つ、延性破壊に関して、それぞれの規制・規格はどのようにしているのかという視

点から御紹介したいと思っております。 

まず、耐震性考慮でございます。 

ここに関しては、ＤＮＶに具体的記載はなかったのですが、アメリカで言えば、周辺の

地震活動の状況を考慮するといった記載がございます。 

延性破壊に関しては、ＩＳＯに関しては前回御紹介があったと思いますが、グラフの中

で例示するような形で、しっかりと明記されている。 

ＤＮＶも同様でございまして、そういった形でございます。 

米国に関しては、亀裂進展を緩和するような措置を要求となってございます。具体的に

は、規制の中で、二酸化炭素のパイプラインシステムに関してですが、破断伝播の影響を

軽減するような設計がされなければならないということが一言書いてあるだけで、具体的

にどうするのかというところまでは、195 の中には書いていないとなっております。先ほ

ど、192 という気体の天然ガス、その他の気体ガスに関する規制の中では少し触れており

まして、特にクラックアレスタと呼ばれているものは、設計的に対応ができない場合に、

管の周りに延性破壊の伝播を防ぐための措置を講ずるようなもの、簡単に言えば、輪っか

のようなものなのですが、そういったもので措置するというものがございます。これは、

米国の規制、先ほどの 192 の中では、例示として設けられているところでございます。 

ここまでが構造の御紹介になります。 

続きまして、過圧防止の観点でございます。 

こちらは、下の表にありますとおり、いずれの規制・規格におきましても上限値を設定

してございます。こちらは内圧の最高使用圧力に対する上限ということで、一つの目安と

して 110％というものを置いて、110％を超過しないとなってございます。これは、アメ

リカで言えば、実際には、その肉厚や管の太さなどで計算して、実際の圧力を設定してい

くわけでございますが、それに対して 110％というところを目安として、それを超えない

ような措置を講じるとなってございます。具体的には、過圧防止措置ということで、アメ

リカで言えば、そういった措置を求めていく。 

また、規格においては、「必要がある場合」と書かせていただいておりますが、いずれ



- 26 - 

 

の場合も、過圧をする場合には、その過圧を自動的に防止できるような措置を求めていく

といった制度設計になってございます。 

続きまして、腐食防止の観点でございます。 

まず、１つ目の視点でございます。これは、先ほどの貯留の中でも、川畑先生等々から

お話があったかと思いますが、水分量に関して、どのような規制になっているかというと

ころでございます。 

米国の規制の中では、具体的な水分量に関して、特に記述はございません。 

ＩＳＯの場合は、先ほどＪＯＧＭＥＣ様からも御紹介がありましたが、導管のほうには、

あくまでも業界慣行という形で一つの数字が示されているということになってございます。 

ＤＮＶの場合は、こちらに書かせていただいておりますが、表現がちょっと変わってお

りまして、結露が起こり得る含水量の２分の１以下を設定値として定めているといった形

でございます。 

含水量に関して、特に規制はしてないのですが、その対策として、いずれの規制・規格

も内面腐食対策を求めているということになっています。 

米国においては、基本的な規正方法は、適切な措置ということで、具体的にこれをしな

さいといった形になっていないのですが、抑制剤と呼ばれているものの使用は禁止されて

いないということになってございます。 

英国規格も同様でございます。 

外面腐食対策としては、大きく電気防食とコーティングが知られているわけでございま

すが、各国とも、そこに関しては記述があるということでございます。 

アメリカに関しては、「可」と書いてございますが、ある一定条件においては義務化さ

れている部分もございます。特に、先ほどの 195の中で、ある一定時期以降につくられた

管に関しては、電気防食及び塗装に関しても義務づけられていることが分かってございま

す。 

ここまでが腐食防止の点でございます。 

最後、漏えいの観点でございます。 

これは、まず、漏えいを検知・警報するものはどのような扱いをしているかということ

で、この規制・規格を比較させていただいております。 

ＤＮＶにおいては、それに関連することは直接書かれていないのですが、アメリカで言

えば、漏えいを検知するような措置を義務づけてございます。 
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具体的には、ここの四角の中に書いてございますが、アメリカでは、ＣＰＭ漏れ検出シ

ステムというシステムを内容の中に書いてございまして、実際にリアルタイムで圧力など

のシミュレーションを行いまして、実際に計測したデータと、リアルタイムでシミュレー

ションした結果に乖離が生じた場合には、この乖離の度合いは事業者のほうで設定できる

ものでございまして、規制があるというわけではないのですけれども、警報するというシ

ステムがつくられているということでございます。これはアメリカだけではなくて、いろ

いろな国でも同じようなシステムを導入してございますので、ＩＳＯや英国規格の中でも

記載があるということになってございます。 

また、そういった漏えいを検知した場合、遮断というものが一つポイントになってくる

と思ってございますが、ここは、アメリカで言えば必須でございますし、ＩＳＯでは推奨

という形になってございますけれども、そういったことの記載があるということです。 

この遮断措置を具体的に、例えば何キロおきに置くのかというところがポイントになっ

てくると思ってございますが、ここの考え方は、アメリカの場合は、国が具体的に何マイ

ルと提示しているのに対して、ＩＳＯ、ＤＮＶ、英国規格においては、事業者がリスク評

価で実際に求めましょうといった形になっているところに違いがあるということでござい

ます。 

簡単でございますが、各国の導管に関する規制動向の比較でございます。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

続きまして、資料６につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。 

○川原課長補佐  「ＣＣＳ事業法の適用範囲について」ということで、資料６に基づい

て、事務局より説明を差し上げます。 

めくっていただいて、図を記しておりますが、これは、前回、12 月の小委員会で、事

業者３者から、計画しているＣＣＳ事業の概要について御紹介いただいたところですけれ

ども、一部の委員の方から、そもそもＣＣＳ事業法の適用範囲はどうなっているのかとか、

どこにどういう設備があるのかといったコメントを頂戴していたかと思います。それを踏

まえて、一般的なフロー図をここに示してございます。 

左側が分離回収事業者の構内で、右側が貯留事業者の構内となります。 

一番上の段が、その間を導管のみでつないだシンプルなケースとなります。米印にも記

載しておりますが、安全弁、放散塔、計測機器といった必要な設備を、導管の附帯設備と

して含めることとしております。 
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下の３段については、船舶輸送を行うケースでございます。船舶の左側、上流側になり

ますが、出荷基地と記載しております。この手前に導管が敷設される場合、また、されな

い場合、あるいは、右側の受入基地の後に、輸送用の圧送機や導管が敷設される場合など

が想定される基本的なケースになろうかと考えております。 

色づけしていますが、導管輸送事業を黄色としておりまして、右側の貯留事業をオレン

ジで示しておりまして、この色づけした部分がＣＣＳ事業法の適用範囲になるものと考え

ております。 

分離回収、船舶、その前後の出荷、受入れといったグレーの部分については、ＣＣＳ事

業法の適用範囲外となりまして、これらは他法令の適用範囲になるものと考えています。 

また、ここで図示したケース以外にも、昇圧設備の位置が異なるケースなどもあるでし

ょうし、海底下に貯留するケースなど、いろいろなパターンが想定されるかと思いますの

で、これはあくまで基本形を示したものと見ていただければと思います。 

個別の事案に応じて、どの設備がどの事業に分類されるかということについては、個別

に検討させていただきたいと考えております。 

次のスライドからは、今、御説明しました導管輸送事業の範囲における導管、圧送機に

ついて、簡単な設備の紹介としてつけております。 

まず、導管ですが、先ほどのフロー図のとおり、分離回収事業者の構内から貯留事業場

までの構外に輸送するためのものでして、構内の配管とは区別してございます。 

また、海底下を含めた地中埋設や地盤面上に敷設される弁や放散塔など、附帯設備を含

むというのは先ほどの御説明のとおりです。 

右側に、前回、12 月の小委員会で事務局から提示しました、導管輸送において想定さ

れるハザードと発生要因を改めて記載しております。 

ハザード１ですが、高圧のＣＯ２の噴出等による人の負傷、物の損傷の発生要因として、

以下の５点を記載しております。 

まず、自動車等の衝突、他工事に伴う損傷といった外的事象による導管の損傷、地震や

土砂災害といった自然災害による導管の損傷、過圧・圧力や温度低下、二相流といった運

転管理に関連するもの、水分や不純物による腐食と劣化、延性破壊による損傷の拡大とい

ったものが発生要因として考えられるかと思います。 

ハザード２ですが、ＣＯ２の吸引による人体への影響ということで、導管から排出され

たＣＯ２が地上に滞留して、高濃度化するといったことが要因として考えられます。 
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最後のスライドですが、圧送機です。圧送機の概要については、導管で輸送するために

ＣＯ２を圧縮して、圧力を上げるためのものになります。機能や使い方によっては、コン

プレッサやポンプという言われ方をしますが、そういったものを含めたものとなっており

ます。 

同じようにハザードの発生要因を記載しておりますが、導管とほぼ同じようなことを記

載してございます。 

他工事による外的損傷、自然災害による損傷、作業員のミス、ドライアイス等による閉

塞に伴う過圧が原因となって、機器が損傷するケース、水分・不純物による腐食といった

ことを要因として整理してございます。 

米印に書いてございますが、事業所内の労働者の安全対策、例えば、ＣＯ２の吸引によ

る人体への影響とか、回転体が当たるとか、高温になった設備に触れて、やけどするとい

ったことへの対策は、労働安全衛生法で対応するものと考えております。 

資料６の説明は以上となります。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

引き続きまして、資料７に関して、事務局から御説明をお願いいたします。 

○大川鉱山・火薬類監理官  事務局でございます。「導管の技術基準の方向性（案）に

ついて」という資料７で御説明をさせていただきます。 

先ほどの事務局からの資料６の説明の中にもありましたが、前回、導管全体というより

は、導管の管の部分のハザードについて御提示させていただきました。前回御提示させて

いただきましたハザードもしくはその発生要因を踏まえまして、ガス事業法や高圧ガス保

安法などを参考にしながら、対応の方向性について検討したところを御紹介させていただ

きたいと思います。 

まず、材料でございますが、導管輸送工作物の材料は、導管内の二酸化炭素流の性状等

に応じて、化学的及び物理的に安全な性質であること。 

これは、ハザードの中で、腐食のような経年劣化のものがありましたので、こういった

ものにも対応し得るもの。 

２つ目、構造等でございます。導管輸送工作物の構造は、供用中の荷重及び常用の圧力

等に耐える構造であること。 

これは、前回の話でありましたが、地中に埋めるものでございまして、そういったもの

も含めて、また、地震や土砂災害といった自然災害にも耐え得るようなものといったもの
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も含めてございます。 

３つ目、防護措置でございます。導管は、車両の接触等の衝撃による損傷を防止する措

置を講ずることということでございます。 

これは、前回のハザードの発生要因の中では、他工事、自動車や船舶の衝突など、外的

事象による導管の損傷がありましたので、これに対応していく。 

４つ目でございますが、計測装置等でございます。導管系には、使用の状態を計測でき

る適切な装置を設けること。 

これにつきましては、前回、御提示しましたハザードの中では、オペレーションの不備

による損傷がございましたので、こういったものに対応していく。 

その次、警報装置でございます。導管系には、損傷に至るおそれのある状態を検知し警

報する適切な装置を設けること。 

こちらもオペレーションなどを検知していくというところでございます。 

下から３つ目、水分除去措置は、脱水されていない二酸化炭素を輸送する場合には、水

分を除去するための措置を講ずること。 

これも、腐食といった経年の対応がございましたので、設けさせていただいております。 

下から２つ目、防食措置は、導管には、腐食を防止するための適切な措置を講ずること。 

これも腐食といった経年に対する措置でございます。 

一番下でございますが、高濃度化防止措置は、漏えい・排出されたＣＯ２が地上で高濃

度化することを防止する措置を講ずることというものでございます。 

これは、前回お示ししたハザードの中で、高濃度のＣＯ２の吸引による人体への影響に

対して、このような措置を取ってはどうかということでございます。 

御議論いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

ただいま導管パートの御説明を頂きました。この部分につきまして、あるいは本日の会

議全体につきまして、委員及びオブザーバーの皆様から御意見を頂ければと存じます。 

恐縮ですが、１人３分程度でお願いできればと思います。 

御意見がございます方は、挙手、あるいはネームプレートを立てるという形でお願いし

ます。オンラインの方は、挙手機能を使って意思表示をなさっていただけますと幸いでご

ざいます。 

それでは、最初に、久本委員、お願いします。 
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○久本委員  特別民間法人高圧ガス保安協会の久本でございます。 

導管輸送事業に対する保安規制に関して２点申し上げます。 

１点目は、資料６の「ＣＣＳ事業法の適用範囲について」です。 

ＣＣＳ事業法の適用範囲として、分離回収事業者の構内と貯留事業場との間の図が示さ

れておりますが、導管や船舶による輸送のほかに、例えば、ＣＣＳ事業の普及初期などに、

タンクローリーなど、高圧ガス容器による輸送もあるのであれば、これも含めた保安の在

り方を考える必要があると考えております。 

その上で、ＣＣＳ事業においては、分離回収・輸送・貯留の各段階における事業形態に

応じて適用法規が変わることになりますので、保安という基盤を一体的に捉えて、事故情

報の収集・分析・活用や安全確保のための技術的情報の共有など、一元的に取組を進めて

いくことが重要と考えます。 

２点目は、「導管の技術基準の方向性（案）について」です。 

技術基準の方向性としては、一定の網羅性を持って挙げられていると思いますが、今後、

技術基準のより具体的な内容について議論を深めていくことが重要と考えます。 

その際、高圧ガス保安法やガス事業法をはじめとする国内の関連する基準類のほか、資

料５で概要を御紹介いただいております、海外の規格や事故の教訓等を参考にしながら、

検討を進めることが重要と考えます。 

例えば「構造等」に関しては、具体的な技術基準として、耐圧性能、耐震性能、高速延

性破壊、耐圧試験や溶接に関する内容などを規定することが考えられます。 

また、資料の「防護措置」から「高濃度化防止措置」までの項目に関しては、パイプラ

インが設置される環境、例えば地下に埋設する場合、地上に敷設する場合、海中に敷設す

る場合などに応じて、腐食の防止措置、地盤面からの埋設深さ、山崩れなどのおそれがあ

る場所への設置制限、道路や鉄道の下に敷設する場合の防護措置、万一漏えいした場合の

拡散防止措置などを規定していくことが必要となります。 

さらに、資料に挙げられております項目は、主にハード対策の内容になっているように

思いますが、保安規程で定める内容などのソフト対策についても検討する必要があります。 

なお、前回の本小委員会でも意見がありましたように、このような安全確保のための規

定の具体化を図る上では、例えば、超臨界やガス状といった輸送されるＣＯ２の状態やパ

イプラインの設置環境を踏まえた実証実験などにより、保安の確保に必要な科学的データ

の取得と基準化が必要かと考えております。 
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水素分野になりますが、水素社会の実現に向け、大量の液化水素の利用が想定される中、

ＫＨＫでは、大型貯槽から液化水素が大量漏えいした場合の影響評価手法を確立するため

の実証実験をＮＥＤＯ事業として実施しているところです。特にＣＣＳパイプラインは事

業者外に敷設されるものですので、このような漏えいを想定した影響評価手法を確立する

ためのデータ取得を進めていくことが重要と考えます。 

技術基準の詳細な具体的内容は、例示基準や措置事例等のレベルで規定していくことに

なるかもしれませんが、これらの内容は、省令を検討する段階から視野に入れつつ、議論

を進めていくことが肝要と考えます。 

なお、前回の小委員会でも御報告いたしましたが、ＫＨＫでは、学識経験者やＣＣＳ事

業の担い手となり得る事業者の方、関係団体等の方々の参加を得まして、ＣＣＳパイプラ

インの民間規格、ＫＨＫスタンダード（ＫＨＫＳ）の策定作業を進めております。今月

19 日には、この規格原案を検討する分科会を開催いたしまして、ただいま申し上げまし

た諸点についても議論を進めているところですので、この小委員会でも、また機会を捉え

て御紹介できればと考えております。 

最後に、前回の小委員会で、ＫＨＫより御説明しました、2020 年にアメリカのミシシ

ッピ州で起きましたＣＯ２パイプラインの破断事故に関しまして、本年の 11月 15日（後

に訂正あり。正しくは 2025 年 1 月 15 日）に、アメリカの規制当局である運輸省（ＤＯ

Ｔ）が、この事故を踏まえた保安規制の強化の方向性を公表しておりますので、情報を共

有させていただきます。 

ちょっと時間が長くなりますので、簡単に言いますと、公表内容によりますと、先ほど

の海外の規格の中で、アメリカで Part195 というのが出ておりました。そこでは、ガス

状のＣＯ２のパイプライン輸送を規制しておりませんでしたが、これを加えるということ

や、より具体的な緊急時のＣＯ２漏えい対策を設けることなど、もうちょっと詳細に方針

が示されております。今後、パブリックコメントが行われる予定とのことですので、本件

に関する今後の動きについては、引き続き情報提供をさせていただきたいと思います。 

本委員会においては、このような動向を注視しながら、導管の技術基準の検討を進める

ことが必要だと考えております。 

ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

続きまして、森廣委員、お願いいたします。 
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○森廣委員  日本ガス機器検査協会の森廣でございます。 

詳細な資料説明、また、発言の機会を頂戴し、ありがとうございます。 

私からは、資料６及び７について、ガス事業法に定める導管の法令や技術基準等を踏ま

えて、幾つか意見と確認をさせていただきたいと思います。 

最初に、輸送対象物でございますが、輸送導管により輸送する二酸化炭素の性状は、気

体、液体、臨界状態の３つの種類を前提に検討を進めるということで、このことは、資料

７の導管の技術基準の方向性の具体的検討に大きく影響があると考えております。 

次に、資料６についてですが、黄色の部分が導管輸送事業の適用範囲としておられます

けれども、附帯設備も含め工事計画届出対象設備と位置づけられ、技術基準を策定すると

いう形で考えているか、そういう理解でよいかというところを確認させていただきたいと

思います。 

また、導管の附帯設備として、弁、安全弁という記載がございますが、ガス導管には、

ガス遮断装置について、路線上の適切な場所への設置が規定されています。ＣＯ２輸送導

管の技術基準の検討において、この弁とは、資料５の海外の規制・規格からも、遮断装置

と過圧防止装置、この２つの設置について検討するという理解でよろしいかというところ

を確認させていただきたいと思います。 

次に、モデル図でございますが、導管に分離回収事業者が制御する圧送機により昇圧し

たＣＯ２を注入するわけですけれども、その注入する圧力が、輸送導管事業者が操業する

導管の最高使用圧力を超えないことはどのように担保されるのかというところで、輸送導

管の区分圧力をどのように考えられているかというところも確認させていただきたいと思

います。 

続きまして、資料７について、何点か意見と確認でございます。 

まず、ＣＣＳ事業法第 86 条では、導管輸送工作物を技術基準に適合するように維持す

ることが規定されております。今回の導管の技術基準の方向性として、維持管理・運用に

関する検討は含まれると考えてよろしいでしょうか。 

材料・構造については、第２回の安全小委員会でも意見がありましたが、不安定延性破

壊の防止に加えて、資料５の海外の耐震設計で考慮されているか不明ですけれども、液状

化現象を含む耐震設計に留意すべきであると考えております。 

次に、液体や二相流体の輸送も対象とした場合、非圧縮性流体で単位質量も大きいため

に、水道設備のように耐撃圧や管内部の摩耗への対応の検討が必要となると思われますが、
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その辺の方向性についてはいかがでしょうか。 

次に、計測装置等でございますが、「使用の状態を計測できる適切な装置」と記されて

います。これは腐食や損傷などを感知する装置を考えておられるのか、その原因となる輸

送物の成分、水分や不純物の計測も含んで考えておられるのか、また、導管の流量や圧力、

温度は、導管輸送事業の運営・操業の上で基本的なデータですが、これもこの計測器の役

割に含まれているのか、どれぐらいの範囲のものを、計測装置という中でお考えになって

いるかといったところも確認させていただければと考えております。 

また、これは私見ではございますが、今後の議論次第になるかと思うのですけれども、

導管輸送事業者が分離回収事業者から二酸化炭素を受け入れる際の条件として、水分を含

んでいないことを前提にすることも考えられるのではないかと思います。例えば、法令で

輸送物を、水分を含んでいない二酸化炭素と定義することで、分離回収事業者の負担は増

えるかもしれませんが、導管輸送事業者側の水分除去措置は不要となるので、将来のほか

からのＣＯ２受入れを考えると、導管ライン上に脱水装置を設置するより、受入れ地点で

脱水されているほうが合理的ではないかと考えております。 

防食措置につきましても、ドライガスを輸送するという場合であれば、内面腐食につい

ては適用されずに、外面腐食のみになるといった考え方もあるのではないかと考えており

ます。 

最後に、資料５の海外調査結果から、海外と日本では、導管の埋設環境をはじめとした

諸条件が異なりますので、他のインフラとの密集度や他工事の多さに起因する維持管理な

ども踏まえて、安全性と経済性のバランスを考慮した、国内のパイプラインに適した技術

基準等を検討・策定することが重要であると考えております。 

長くなりましたが、以上でございます。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

オブザーバーさんから、本庄様、お願いいたします。 

○本庄オブザーバー  ありがとうございます。地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）

の本庄でございます。 

私からは、資料６にありますＣＣＳ事業法の適用範囲について、２つほど質問させてい

ただきたいと思います。 

私どもＲＩＴＥは、４月から大阪で開催されます大阪・関西万博において、ダイレク

ト・エア・キャプチャー、大気からのＣＯ２の直接回収、ＤＡＣ装置の実証プラントを設
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置して、まさしくＣＯ２の分離回収を博覧会の会場の中でやろうとしております。 

その関係で、回収したＣＯ２をどう使うかということで、１つは、万博会場の中でスト

レージはできないので、他府県に運んで、ストレージをしていただこうということを計画

しておりまして、具体的には、ＤＡＣ装置から導管で、会場の中の隣にありますドライア

イス製造装置でドライアイスにして、ドライアイスの状態で輸送しようと思っております。

そこのサイトで地中貯留を将来していただく。貯留するのは、ＣＣＳ事業法が施行になっ

てからということなので、多分ドライアイスの状態でためておくことになろうかと思うの

ですが、そういう計画がございます。 

もう一つは、回収したＣＯ２を、私どものサイトの隣にあります大阪ガスさんのバイオ

ガスメタネーション装置でメタネーションしていただくということで、導管でそこまで運

びます。大阪ガスさんはそこでメタンガスをつくって、迎賓館に運んで、厨房で料理をつ

くられるとかで、それは後のことなのであれなのですが。 

私の質問は、まず１つ、ドライアイスを製造して、その後、ドライアイスを気化して地

中に貯留するということで、ＣＣＳになるわけですが、ドライアイス製造装置へ運ぶため

の導管もＣＣＳ事業法の適用範囲になるのかどうかということと、２つ目の事例で、回収

したＣＯ２を導管でＣＣＵ、ユーテライゼーションのところに運ぶのもＣＣＳ事業法の適

用になるのかどうかということでございます。 

法律の適用から言いますと、我々が万博会場で実際に動かしますのは４月から 10 月な

ので、ＣＣＳ事業法の施行前ですから、我々の事業については対象にならないと認識して

おりますが、万博が終わった後、ＤＡＣ装置をよそに移転して、実証試験を続けようと思

っておりますので、そういう問題は将来も出てくると思います。そういう意味で、適用範

囲について御示唆いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

続きまして、千代延委員、お願いいたします。 

○千代延委員  ありがとうございます。秋田大学の千代延と申します。 

１点、資料６の２ページ目、「ＣＣＳ事業法の適用範囲」のところで御質問させてくだ

さい。 

本保安に関しては、導管輸送事業者に対する保安規程と認識しておりますが、オレンジ

で示された貯留事業者の構内の坑口装置の中までの配管とされているところですけれども、

貯留事業者によっては、海底下に圧入する計画を持っている事業者の方々もおられると思
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います。地上の設備で昇圧したものを海底のサブシーの坑口装置まで運ぶ。そのときのパ

イプラインは数十キロに及ぶような計画をされている事業者もおられると認識しています。

そのパイプラインに対して、この導管の保安規程はどう適用されるのか、貯留事業者に対

して、この導管保安はどう適用されていくのかというところを御質問させてください。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

続きまして、川畑委員、お願いします。 

○川畑委員  東京大学の川畑です。 

１点、質問させてください。 

先進的ＣＣＳのプロジェクトの開始も結構目前に迫っているということでございますが、

今お示しいただいた技術基準の方向性については、非常に網羅的に書かれておられて、何

かが漏れているといったことは、私は思い当たらなかったということなのですけれども、

ただ、一方で、全てが性能規定にとどまっていて、具体的にどうしたらいいのか、事業者

さんはどのようにそれをつくればいいのかということについての具体的な基準がないとい

うことは否定できないかなと感じております。貯留のほうでもそういったことを申し上げ

たかと思うのですが、詳細な運用基準、技術基準に対する例示的なもの、さらにルール的

なものを策定されるのかということをまずお伺いしたいと思います。 

もしそういったことを決めていくとお考えの場合には、そのスケジュールも教えていた

だきたいなと考えています。第１回のこの委員会のときに、この貯留、あるいは導管輸送

事業の施行時期は 2026 年の５月 23 日と教えていただきましたが、そういったタイムラ

インを意識されて、その詳細の規定を考えられているかといったことをお聞きしたいと思

います。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございました。 

続きまして、オンラインで参加のチヴァース委員から御発言がございます。お願いしま

す。 

○チヴァース委員  ありがとうございます。先ほど、ほかの委員の先生からもコメント

が出ておりますが、ＣＣＳ事業法の適用範囲について図にしていただきまして、誠にあり

がとうございます。ＣＣＳ事業法の対象範囲については、こちらの図で理解できたのです

が、ＣＣＳ事業法の適用範囲外となっているグレーの部分について、どの法令が適用され

るのかというところが分かりにくいケースもあるのかなと思っておりまして、併せて、可
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能な範囲で明確にしていただく必要があるかなと思っております。 

その場合に、適用される法令について、ＣＣＳ事業については、新しい事業ということ

で、様々なセクターの企業の皆様が参加される可能性がありますので、例えば、排出事業

者や船舶輸送事業者側で、これまで、そのような法令で管理を経験したことがないといっ

たケースも想定されます。また、法令の種類によっては、その法令の内容全てに準拠する

のは負担が大きいというケースもあるかと思います。 

したがいまして、例えば、既存法令が適用される場合、その法令の趣旨や、ＣＣＳ事業

を実施する上で必要とされる法案水準を比較の上、もし緩和できる部分があれば、緩和す

るなどの配慮を御検討いただけると幸いでございます。 

また、船舶輸送のケースでは、国土交通省様との調整が必要となる部分や、分離回収部

分においては、大気汚染防止法など、環境省様が所管する法令との調整など、省庁間での

調整も生じるケースがあるかと思いますが、そのような調整も含めて、ぜひ検討いただき

まして、事業者側にお示しいただけますと幸いでございます。 

私からは以上になります。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。 

大島委員、お願いします。 

○大島委員  日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の大島と申しま

す。 

私からは２つの意見と１つの質問をさせていただければと思います。 

最初の２つは、貯留事業と導管事業、両方に関してなのですが、1 点目は、ぜひ安全で

有効なものをつくっていただきたいということです。その際、海外の指針を参考にされる

のはとてもよいことだと思いますが、日本は世界有数の地震国なので、耐震性のところは

特に安全なものにしていただければと思っております。 

２点目は、地下のシミュレーションなどをお示しいただいたのですが、あれは今、どれ

ぐらい確かなもの担っているのでしょうか。確かなものといいますのは、実際のものと合

ったものになっているのかというところがよく分かりません。多分専門でやられている方

も、多少の不安もありつつ、されているのではないかなと思っております。実証試験なの

で、100％のものを今すぐ求めたいということではないのですが、そういったデータが蓄

積されていって、誰もがそこから学べるようなシステムをつくっていただければなと思い
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ます。したがって、情報はできるだけ公開していただければと思っているところです。 

３点目は、先ほど、ほかの委員の方がおっしゃった点で、事故があったときには、周辺

の地域の救急対応者にもきちんと連絡が行くようにということは私も全く同感なのですが、

それに関連して、まだイメージがつきにくいところがあるので、こういう導管のルートは

どのようになっているのかということを教えていただければと思います。今、高圧ガスの

導管などが存在していると思うのですが、そういったルートは地元の方々に公開されてい

るのでしょうか。公開しないほうが攻撃されないので安心だということで、言わないでい

るということもあり得るのかなとも思いながら、現状、そういったものは公開されている

のでしょうか。そのルートが通っている土地の所有関係はどうなっているのでしょうか。

事業者の土地なのか、それともそうではないのかというあたりを教えていただけると、も

う少しイメージがつくかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかに何かございますでしょうか。 

○久本委員  １点、訂正させてください。 

○山田委員長  どうぞ。 

○久本委員  先ほどの発言で、アメリカの運輸省が、ミシシッピの事故を受けて、規制

を見直したということで、私、11 月と申し上げたのですが、１月 15 日でございますので、

訂正させてください。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかに何か、全体を通したコメント、意見でも構いませんが、ございますでしょうか。 

では、私からも１つだけ、貯留に関するほうでコメントさせていただきます。 

地下に関する不確実性のコメントがございました。これに留意したリスクマネジメント

を行う必要性も御指摘されたとおりだと存じます。 

その中で、地下の不確実性と申しましたときに、地下の地層地質、岩石に関する物理的

な性質は、このＣＣＳ事業の時間スケールの中では、そんな大きな変化はないのかもしれ

ませんが、応力や圧力といった環境に由来するものについては、揺らぎ、あるいは変動が

あり得る。特に、先ほど大島委員からも御指摘がございました地震に伴う圧力の変動もあ

る。応力の変動ももちろんあるということは、これまでの知見で分かっているところであ

ります。ですので、こういった観測・計測できていない揺らぎ、あるいは変動も含めた形
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で、安全性を担保することが必要なのかなという印象でおります。具体的には、安全率で

読むということになると思うのですが、そういった観点からも、安全を担保するという方

向の設定が必要かなと感じたところでございます。 

これまで頂きました御意見、御質問に関しまして、事務局からコメントいただけますで

しょうか。 

○大川鉱山・火薬類監理官  事務局でございます。 

委員、オブザーバーから頂きました御意見・御指摘に対してお答えしたいと思います。 

いつもは御発言いただいた順番にお答えしているのですが、今日、本庄委員から、万博

でＤＡＣを御展示されるという話がありまして、これから個人的な思いも込めて、お話を

させていただこうと思います。私も非常に楽しみにしておりまして、個人的にも見に行き

たいなと思いますので、ぜひ取組を進めていただきたいなと思います。 

本庄委員から御質問のありました、ＣＣＵの導管がＣＣＳ事業法の適用になるかどうか

ということにつきましては、いろいろなパターンがあり得ると思います。ですので、パタ

ーンに分けてということになろうと思います。 

戻りまして、久本委員からございました御意見でございますが、まず、ＣＯ２を運ぶも

のについて、タンクローリーもしくは船、また、法令の違いがあるということ。事故情報

などを集めて、しっかりと生かしていくべきだということは御指摘のとおりだと思います

ので、事故情報をどうやって集めるかというのはアンテナ高くやっていきたいと思ってお

ります。 

他法令について、どの法律が適用されるのかにつきましては、チヴァース委員からも船

などについて御質問があったと思いますが、できるだけ分かりやすくお示ししていけるよ

うにしたいと思います。 

チヴァース委員からは、他法令の話があったところで規制の強度の話がございました。

これは、おっしゃるように、できるだけその水準をそろえていくといったことをしていき

たいと思っております。 

戻りまして、久本委員からは、今回ハードの話があったのだけれども、ソフト的な対応

も必要ではないかという話がございました。森廣委員からも同様の意見がございまして、

輸送導管の維持管理も含めてという話がございました。このソフト的な対応は保安規程に

書いてもらうといったことを想定しておりまして、維持管理につきましては、今回、資料

７でお示ししました技術基準の方向性の中で、圧力に耐える構造であることということで、
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これは一回つくったらそのままというわけではなく、もちろん維持していくことが大前提

で、こちらに含んでいるつもりではございましたが、この維持管理もしくは点検のような

ものも非常に重要なファクターだと思いますので、技術基準のほうにもしっかりと取り込

んでいくといったことを考えたいと思います。 

久本委員の話の中で、漏えいの影響を措置例で検討という話がございました。これは川

畑委員の御指摘と近いものかと思います。川畑委員からは、省令は性能規定だということ

は分かるのだが、もう少し具体的なものもつくってはどうか、もしくはそのスケジュール

はどうなっているかという御質問だったと理解しております。 

これにつきましては、御指摘のように、省令は、今回の導管の議論の最初に申し上げま

したように、性能規定といったことで定めていくと思っております。それをどう満たして

いくのかというのは、行政が具体的な数字を挙げてというものではないのかもしれません。

そうすると、事業者の行動をある程度縛ってしまって、創意工夫の範囲がなくなってしま

うかもしれないということがございますが、とはいえ、いろいろな御提案があった中で適

切なものは、これは合格したものだということで、ガス事業法などでは、措置事例、解釈

例のようなものをお示ししておりますので、そういったものの中でお示しできるかどうか

というのは今後検討していきたいと思います。 

あと、久本委員からは、アメリカの規制の改革の動きについて御紹介がございました。

我々もフォローしていきたいと思っております。 

森廣委員からの、輸送の対象物は、気体、液体、超臨界の３つを前提にということは、

この技術基準の中では書き分けておりませんが、対象物としては、ＣＯ２がいろいろなも

のに変化するものですから、そういったものも念頭に、規定を決定していくといったこと

だと思っております。 

附帯設備について、工事計画を提出するのかということについては、検討ではございま

すが、基本的には、附帯設備も含めて工事計画をお出しいただくのかなと思っております。 

弁、過圧装置をこの技術基準の対象にするのかということにつきましては、お示しして

いるように、技術基準の対象かなと思っておりますが、まさに御議論いただきたいと思い

ます。 

過圧防止措置などにつきましては、過圧をどのように検知するのかと。まさに測定の対

象として、その圧力なども測定しながら、超えないようにするのかなと思っております。 

耐震のところにつきましては、大島委員も含めまして何人かの先生から、耐震性をしっ
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かりといった御指摘がございました。今回お示ししました資料７の構造のところでも、耐

震も含めまして、念頭に置きながら検討されるべきかと思っております。 

あと、森廣委員からは、水分を含んでいないことを条件づけしてもいいのではないかと

いったことがございました。これは事業者によっていろいろなやり方があるのだと思いま

す。これは、排出事業者と導管事業者の間で、輸送量は低くていいから、脱水はそちらで

やってくれという取決めもあり得ると思いますし、逆もあり得ると思います。ですので、

これは、我々のほうで、必ず脱水した上で導管事業者に渡せというのではなくて、両方の

ものが併存し得るといった形なのではないかと、保安の立場からは思っております。事業

規制の立場からはそっちの考えがあるかもしれませんが、保安の立場からはこのように考

えてございます。 

あと、他工事、ほかのインフラとの密集度のような話がございました。他工事の話は、

今回の資料にも書かせていただいたように、防護措置などがありますが、他工事のことを

しっかり念頭に置きながら対応していきたいと思っております。 

千代延先生からは、サブシーの対象の話、もしくは、それは導管として整理するのか、

貯留の一部として整理するのかと。それはいろいろなやり方があると思います。貯留事業

者に移った後は、基本的に貯留の対象物として整理いたしますが、どちらに整理しても扱

っているものは同じでございますので、技術基準としては近しいものが適用されていくの

だろうと思ってございます。 

大島委員からは、地下のシミュレーションの一定の不確実性は仕方がないのではないか

という御指摘がございました。これは御指摘のとおりだと思います。完璧なものはないわ

けでございまして、予測をアップデートして、現状に対応していくといった考えで対応し

ていくものと思っております。 

ＪＣＣＳさんからのお話の中でも、「キャリブレーション」というお言葉がございまし

た。そういったリスクマネジメントをしながら、シミュレーションと実態を合わせていく

というところがあるのかなと思います。 

山田委員長からも、貯留不確実性について、もしくは、時間の経過とともに、地中の圧

力の変化にどう対応していくのか、観測をどうしていくのかという話がございました。こ

ちらは御指摘のとおりだと思っております。そこは、リスクマネジメントの中で、どのよ

うに対応していくのかというところの検討課題と思ってございます。 

事務局から以上でございます。 
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シミュレーションの話で、もしＪＯＧＭＥＣもしくはＪＣＣＳから補足いただけるとこ

ろがあればお願いします。無理にとは申しませんが。 

○萩原オブザーバー・プレゼンター  ありがとうございます。ＪＣＣＳの萩原でござい

ます。 

今の地下の不確実性への対応ですが、今、大川様から説明いただいたキャリブレーショ

ンは、私は、実際の観測値と計算結果の整合性を取っていく「ヒストリーマッチング」と

いう言い方をいたしました。 

あと、説明で１個忘れたので申し上げますと、統計的な処理をいたしております。地下

は不確実でして、地質評価におきましても、様々なパラメータを一つの値に決められない

ので、こういう範囲の値を取りますという評価の仕方をするときがあります。そのような

場合は、モデルの中でパラメータの取る範囲を設定いたしまして、範囲として定めまして、

その中でいろいろなパターンを計算した上で統計処理をいたします。 

具体的には、苫小牧の場合には、地質評価によって、それぞれのパラメータの動く範囲

を定めた後、統計的処理で組合せをコンピューター的につくりまして、モデルを 50 個つ

くりました。それぞれ 50 個のモデルで計算いたしまして、10％の確率、50％の確率、

90％の確率といった言い方をしていまして、必ずこれですという言い方はしませんで、

ある程度不確実性も踏まえた上で、評価を表すようにしております。エンジニアといたし

ましては、自分たちの使っている値は、そういう統計処理によって、プラスもマイナスも

あるということを認識しながら常に評価を行い、必要なモニタリングなども行うようにし

ております。 

以上でございます。 

○赤井プレゼンター  ＪＯＧＭＥＣの赤井です。 

もう既に大川さん、山田先生、ＪＣＣＳ様からありましたように、具体的なエンジニア

ングとしてはそのようなことをしております。もう少し直感的に御説明いたしますと、最

初、何も分からないときは、不確実性の幅が非常に広い状態です。そうすると、例えば、

ＣＯ２がどこに行くかというのも非常にいろいろな可能性があると思っています。そのあ

らゆる可能性に対応できるようなリスクマネジメント計画を立てます。その後、ＣＯ２圧

入が進むと、さらにデータが蓄積されて、先ほどありましたような不確実性の幅が狭まっ

ていきます。どうやって狭められるかというと、先ほどありましたヒストリーマッチング

のように、実績に合うようなパラメータは何だったのかと振り返ることで不確実性の幅が
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狭まっていきます。こういった形で、事業が進むにつれて、その不確実性の幅を狭めるよ

うにして、より精緻な将来予測ができるように努めているところでございます。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかに何かございますでしょうか。 

○湯本技術総括・保安審議官  いろいろな御意見を頂きまして、ありがとうございます。

グループ長をしております湯本と申します。 

先ほどのコメントの中で、特に、本庄オブザーバーから、ＣＣＵの扱いやＤＡＣの件が

ありましたが、ここで御議論いただいている皆さんにはもう御案内のことかと思いますけ

れども、導管輸送事業はＣＣＳ事業法の本体の法律の中で定義されていまして、読み上げ

ますと、「二酸化炭素を貯留槽に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素

を輸送する事業をいう」という定義になっていますので、これに該当するかどうかという

議論かと思います。目的として輸送なので、これは個別に詳細にお伺いしながら、適用を

確認するということだと思います。直感的には、ＣＣＵのプラントの中で、Ａ社からＢ社

に導管輸送するようなケースは想定していないと私は解釈していますが、限界事例はいろ

いろあるかと思いますので、そのあたりは個別の御相談かなと思います。 

それから、これはコメントになって恐縮ですが、今日の議論の中でも、いわゆる不確実

性という話が幾つか出てきたと思います。導管と貯蔵で性格が大分違うと思うのですが、

導管のほうは比較的エンジニアリングの話が中心だと思いますし、従来、いろいろな形で

導管の保安規制をやってきていますから、そういったところの知見を活用しながら、整合

性のある制度をどうやってつくっていくかということがポイントかなと理解しています。 

他方、貯蔵のほうは、まさに人工物ではなくて、大島委員からもお話がありましたよう

に、自然が相手なものですから、最初の実施計画のスタートの段階、あるいは最初にプラ

ントをつくったときのスタートだけではなくて、経年変化をずっと追いながら、それをど

のように管理運営していくのかというところが、この事業をしっかり安全に進めていく上

で大事なところではないかと私自身は思っています。 

したがいまして、今日、御説明のありましたようなリスクアセスメントと、それに基づ

くマネジメントというところの枠組みを、時間軸をしっかりと概念しながら、どのように

管理していくのか、規制当局としてもそこをしっかり、どのように規制対応するのかとい

ったところが、今回の貯留に関してのポイントになってくるかと思いますので、また議論

が続きますが、そういった観点から、いろいろと御示唆いただけると幸いです。 
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以上です。 

○本庄オブザーバー  すみません。今のコメントに対して。 

○山田委員長  本庄オブザーバー、どうぞ。 

○本庄オブザーバー  時間を取らせてすみません。確かに御指摘のとおり、ＣＣＵに運

ぶための導管は対象にならないというのは分かるのですが、私が１点目で申し上げました、

貯留サイトに運ぶためにドライアイスにする。ドライアイス製造装置まで運ぶ導管はＣＣ

Ｓ事業法の対象になるかどうかというのがメインの質問でして、適用範囲のこの資料です

と「液化設備」と書いてあって、これはドライアイスも入るという理解だったら結構なの

ですが、その辺を確認したかったのです。 

○大川鉱山・火薬類監理官  ありがとうございます。限界事例に近いと思いますので、

いろいろなパターンがあり得ると思います。詳細にお伺いして、整理をする必要があると

思いますので、資源エネルギー庁とも相談しながら、これから考えていきたいと思います。 

○山田委員長  よろしいですか。 

○本庄オブザーバー  はい。 

○山田委員長  ほかによろしいでしょうか。 

大島委員、お願いします。 

○大島委員  すみません。大島です。 

地下のことについて、シミュレーションした結果からずれていないかをモニタリングし

ながら合わせていくというお話があり、それは適切に進められていることと思います。た

だ苫小牧も、当初想定したような形では注入できなかったというお話もありますし、完全

に予測通りにはならないことも多いのではないかと思いますので、それをその事業者だけ

の学びにするのではなくて、ほかの方々もそこから学べるように、どこかにデータを蓄積

して公開していただけると良いのではないかというのが私の意見でございます。 

○大川鉱山・火薬類監理官  ありがとうございます。それに関しましては、ＪＣＣＳが

行いました苫小牧の実証につきましても、また、ＲＩＴＥが行いました以前の実証につき

ましても、その経験はいろいろ公表させていただいているところでございます。一つの経

験をいろいろシェアできるように、どのようなことができるかというのは考えていきたい

と思います。 

○山田委員長  ありがとうございます。 

ほかに何かございますでしょうか。 
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よろしいですか。 

それでは、本日は、長時間にわたり御議論いただきまして、誠にありがとうございまし

た。 

本日頂きました御指摘等を踏まえまして、事務局には、貯留・導管の保安制度のさらな

る具体化の作業を進めていただきたいと存じます。 

次回の日程や詳細につきましては、追って事務局から御連絡させていただきますので、

本日は、これで散会させていただきます。どうもありがとうございました。 

            

お問合せ先 

産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付 

電話：03-3501-1511（4961） 

FAX：03-3501-6565 

 


